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 私が属している人権擁護委員会が、人権尊

重思想の普及高揚のために取り組む多くの活

動項目のうち、第一番に掲げるのが「女性の

人権を守ろう」の項目です。 

 家庭や職場における男女差別や配偶者等か

らの暴力、セクシュアル・ハラスメント等の

人権問題が発生しており、女性と男性が対等

の立場で協力し合えるよう、この問題につい

ての関心と理解を深めていくことを趣旨とし

ています。男女平等推進センターが目指す理

念と同じであろうと思っています。 

 男女平等・共同参画社会において、男女が

均等に政治的・経済的・社会的及び文化的利

益を享受するために、先ずは女性に対する人

権の侵害を排除することから始まると思って

います。 

 その上で、互いに男女の違いを認めあい（決

して男女は同じではなく、優劣はない存在で

あると思っています）あらゆる分野で平等に

参画し、お互いの不足を補い合う社会、それ

が 2008 年に「男女平等・共同参画都市宣言」

 

をした高岡市が目指す理想の将来像であろう

と思います。 

 最近の男性の女性に対する意識は、相当に

変わってきていて、素直に女性の能力を認め

ることも出来るし、家事をこなせる男性が増

えつつあると（まだ少数ではありますが）私

の近辺の男性達を見ていて思うのです。60

代、70 代の男性で「女に何ができるか」と

公言してはばからなかった人達の変化に驚く

ことが、実際にあるのです。 

 女性もまた、同じように変わってきている

ことは認めますが、昔ながらの「女のくせに」

のフレーズに毒されて易きに付くことのない

ように、また職場や自治会、団体等のなかで、

意思決定を行う立場となって責任の重くなる

ことに臆することなく、女性のみなさん、自

信を持って頑張って下さい。 

 男女平等・共同参画社会の実現は、徐々に

ではありますが進んでいると感じています。

甘いかもしれませんが、期待を込めて。 

澤 豊志 

男女平等推進センターネットワーク会議委員 

高岡人権擁護委員協議会高岡地区委員会 



 センター企画講座

コミュニケーションＵＰ講座 

 ～私らしく生きるために～
自分らしく、幸せに生きるための、コミュニケーショ

ンＵＰ講座です。“私らしさ”を開放すれば、新しい自

分に出会えます。 

 

〔第１回〕1 月 28 日（土）13:30～15:00 

〔テーマ〕自分を受けいれる 

〔会 場〕生涯学習センター研修室 502 
--------------------------------------------- 

〔第２回〕2 月 4 日（土）13:30～15:30 

〔テーマ〕私の力 

〔会 場〕男女平等推進センター会議室 
--------------------------------------------- 

〔第３回〕2 月 11 日（土）13:30～15:30 

〔テーマ〕コミュニケーション力  

   ～他者との良い関係づくり～ 

〔会 場〕男女平等推進センター会議室 
--------------------------------------------- 

〔講 師〕越智 真琴さん 

（キャリアコンサルタント・ビジネスコーチ）

〔対象･定員〕市内に住むか､通勤･通学する人。30 名

※託児についてはお問合せ下さい。 

センター出前講座

こんにちは 男女平等推進センターです 

 男女平等推進センターでは、ＤＶ（ドメスティック・

バイオレンス、夫婦等、親しい男女間の暴力）を含め、

男女平等・共同参画社会について広く知っていただくた

め、皆さんの地域、団体・グループ等へうかがい、希望

されるテーマ等にそった出前講座を開催します。 

経費は無料です。希望される日時等（原則、祝日を除

く毎日、午前 10 時～午後 9 時で対応）を決めて、お気

軽にお申込み下さい。 

 

いずれも問合せ・申込みは 

男女平等推進センターまで  

 現在、市では、男女平等推進市民委員会において、男

女平等推進プラン後期事業計画とＤＶ対策基本計画（仮

称）の策定を進めており、このたび、中間報告を取りま

とめました。よりよい計画にするため、市民の皆さんの

意見を募集します。 

 

●計画の公表場所 

ウイング・ウイング高岡６階（男女平等・共同参画課）、

高岡本庁舎（１階案内所横・情報公開窓口）、福岡庁舎

２階（地域振興課）、伏木、戸出、中田支所 

※男女平等・共同参画課のホームページで見ることもで

きます。 

●応募期限 1 月 12 日（木）当日消印有効 

●応募方法 応募用紙に必要事項を記入し、郵送または

ファクス、Ｅメールで男女平等･共同参画課へ。 

 男女平等・共同参画の推進や、男女平等推進センター

の運営や事業などについて、市民の皆様から広く意見を

伺うとともに、市民の参加と協働による普及・啓発事業

を行うため、市民委員を募集します。 

 

●募集内容・人数 

１．男女平等推進市民委員会委員   
3 人（全体で 20 人以内） 

市の男女平等・共同参画の推進に関する現状、施策の

推進状況及び課題について調査審議を行います。 

２．男女平等推進センターネットワーク会議委員 
  ３人（全体で 23 人以内） 
 男女平等推進センターの運営や事業に関する基本的

事項について調査審議するとともに、市民の参画と協働

による普及・啓発事業等を行います。 

●応募資格 

市内に住んでいる２０歳以上の方で、平日の日中の会

議（概ね年１～２回程度開催）に参加可能な方 

●任期 

委嘱の日から 2 年間 

（平成 24 年 2 月 28 日～平成 26 年 2 月 27 日）

●応募方法 

 応募用紙に希望する委員会名（応募は１人１委員会と

します）、と必要事項を記入し、男女平等・共同参画を

テーマとした作文（４００字程度）を添えて、持参、ま

たは郵送、ファクス、Ｅメールで提出してください。応

募用紙は男女平等・共同参画課のホームページからダウ

ンロードしていただくか、男女平等推進センターに用意

してあります。 

●応募期限 １月３１日（火）当日消印有効 

  

 

高岡市男女平等推進センター 利用案内 

高岡市男女平等推進センターは、男女平等・共同参画社会を

実現するための拠点施設です。相談、講座等の開催、男女平等・

共同参画をすすめるための市民活動やネットワークづくりの支

援、図書の貸出しや情報誌の発行等による情報提供などを行っ

ています。 

※休館日 毎月第 4 月曜日・12 月 29 日～翌年の 1 月 3 日 

（相談室は毎週日曜日がお休みです。） 

 

〒933-0023 富山県高岡市末広町 1‐7 

（ウィング・ウィング高岡 6 階） 

〔電話〕 0766-20-1810  〔ファクス〕 0766-20-1815 

〔Ｅメール〕 gender@city.takaoka.lg.jp 

〔相談室専用電話〕 0766-20-1811 

〔ホームページ〕  

http://www.city.takaoka.toyama.jp/kikaku/0208/gec/ 

 

いずれも問合せ・申込みは 

男女平等・共同参画課・男女平等推進センターまで

高岡市は男女平等・共同参画宣言都市です。「認めあい 共に輝く ひと と まち」をみんなで目指しましょう。 

 受 講 
しませんか 


